
 

 

議案第７６号 

目黒区立学校設置条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和５年１１月２１日 

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区立学校設置条例の一部を改正する条例 

目黒区立学校設置条例（昭和３９年３月目黒区条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

別表の２中 

 

 

                                 を 

 

 

 

                                 に、 

 

                                 を 

 

 

                                 に改 

 

める。 

   付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

「 

」 

「 

同   第七中学校 同     碑文谷一丁目１番３３号 

同   第八中学校 同     碑文谷四丁目１９番２５号 

同   第九中学校 同     洗足一丁目２９番２６号 

同   第十中学校 同     八雲五丁目２番１号 

同   第十一中学校 同     緑が丘一丁目８番１号 

 

」 

「 

同   大鳥中学校 同     下目黒三丁目２３番１８号 

 

」 

「 

同   第十中学校 同     八雲五丁目２番１号 

 

」 

同   大鳥中学校 同     下目黒三丁目２３番１８号 

同   目黒南中学校 同     碑文谷一丁目１番３３号 

同   目黒西中学校 同     碑文谷四丁目１９番２５号 

 



 

 

（説明） 第七中学校及び第九中学校を統合し、新たに目黒南中学校を設置す

るとともに、第八中学校及び第十一中学校を統合し、新たに目黒西中学校を

設置するため、条例改正の必要を認め、この案を提出します。 


